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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 1章 総 則 
第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 

(略) 

２ 自助（市民が自らの安全を自らで守ることをいう。）、共助（市民等が地域にお

いて互いに助け合うことをいう。）及び公助（市及び防災関係機関が実施する対

策をいう。）のそれぞれが効果的に推進されるよう、市民等並びに市及び防災関

係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。 

３ 災害発生時は、市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であること

から、災害教訓の伝承や、防災教育の推進により、防災意識の向上を図らなけれ

ばならない。 

 

 

 

(略) 

（新規） 
 

第 1章 総 則 
第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 

(略) 

２ 自助（市民及び事業者が自らの安全を自らで守ることをいう。）、共助（市民等

が地域において互いに助け合うことをいう。）及び公助（市及び防災関係機関が

実施する対策をいう。）のそれぞれが効果的に推進されるよう、防災対策の主体

の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。 

３ 災害発生時は、市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であること

から、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととる

べき避難行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策の

みでは限界があることを前提とし、災害教訓の伝承や、防災教育の推進、住民主

体の取組の支援・強化により、社会全体としての防災意識の向上を図らなければ

ならない。 

(略) 

５ 令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所におけ

る避難者の過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図

らなければならない。  
 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第５節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

７ 指定公共機関 

（略） （略） 

北海道電力株式会社 

札幌東支社 

（1） 電力供給施設の防災対策を行うこと。 

（2） 災害時における電力の円滑な供給を行うよう

努めること。 

日本赤十字社 

北海道支部 

（1） 救助法が適用された場合、北海道知事との委

託協定に基づく医療、助産、遺体の処理等の救

助業務を実施すること。 

（2） 防災ボランティア（民間団体及び個人）の行

う救助活動連絡調整を行うこと。 

（3）災害義援金の募集（配分）に関すること。 
 

第５節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 

７ 指定公共機関 

（略） （略） 

北海道電力株式会社 （1） 電力供給施設の防災対策を行うこと。 

（2） 災害時における電力の円滑な供給を行うよう

努めること。 

北海道電力ネットワー

ク株式会社 

日本赤十字社 

北海道支部 

（1） 救助法が適用された場合、北海道知事との委

託協定に基づく避難所の設置、医療、助産、遺

体の処理等の救助業務を実施すること。 

（2） 防災ボランティア（民間団体及び個人）の行

う救助活動連絡調整を行うこと。 

（3）災害義援金の募集（配分）に関すること。 
 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（分社化による追記） 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（委託協定書策定に基づく修

正） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第６節 市民及び事業者の基本的責務等 

（略） 

第 1 市民の責務 

（略） 

 １ 平常時の備え 

（略） 

（2） 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイ

レ、トイレットペーパー、ポータブルストーブ等の備蓄、非常持出品（救急

箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電話充電器等）の準備 

 

（略） 

第６節 市民及び事業者の基本的責務等 

（略） 

第 1 市民の責務 

（略） 

 １ 平常時の備え 

（略） 

（2） 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、

トイレットペーパー、ポータブルストーブ等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐

中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電話充電器等）の準備、自動車へのこまめな満

タン給油及び自宅等の暖房・給湯用燃料の確保 

（略） 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第３章 防災組織 
第 1節 組織計画 

第３ 警戒・非常配備態勢 

 １ 警戒・非常配備態勢の基準 

種別 配備時期 活動内容 配備職員 備考 

第 

１ 

警 

戒 

配 

備 

（1） 震度３の地震

が発生したと

き。 

（2） 気象業務法に

基づく警報が発

表されたとき。 

（3） その他市長が

必要と認めたと

き。 

（1） 災害情報の収   

  集 

（2） 市有施設の警

戒巡視 

総務班 

消防班 

市有施設管理

担当部署 
（震度３の地震

が発生し、か

つ、災害が発生

した場合又は発

生が予想される

場合に限る。） 

 

第 

２ 

警 

戒 

配 

備 

（1） 震度４の地震

が発生したと

き。 

（2） 気象業務法に

基づく警報が発

表され、災害の

発生が予想され

るとき。 

（3） その他市長が

必要と認めたと

き。 

（1） 災害情報の収

集と伝達 

（2） 防災関係機関

との連絡調整 

（3） 災害危険地及

び市有施設の警

戒巡視 

（4） 災害応急対策 

（5） 非常配備体制

への移行準備 

総務班 

応急対策班 

給水班 

下水道班 

消防班 

市有施設管理

担当部署 

災害対策本部

に定められた

本部員及び各

班の班長 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

第３章 防災組織 
第 1節 組織計画 

第３ 警戒・非常配備態勢 

 １ 警戒・非常配備態勢の基準 

種別 配備時期 活動内容 配備職員 備考 

第 

１ 

警 

戒 

配 

備 

（1） 震度３の地震

が発生したと

き。 

（2） 気象業務法に

基づく警報が発

表されたとき。 

（3） その他市長が

必要と認めたと

き。 

（1） 災害情報の収   

  集 

（2） 市有施設の警

戒巡視 

防災班 

消防班 

市有施設管理

担当部署 
（震度３の地震

が発生し、か

つ、災害が発生

した場合又は発

生が予想される

場合に限る。） 

 

第 

２ 

警 

戒 

配 

備 

（1） 震度４の地震

が発生したと

き。 

（2） 気象業務法に

基づく警報が発

表され、災害の

発生が予想され

るとき。 

（3） その他市長が

必要と認めたと

き。 

（1） 災害情報の収

集と伝達 

（2） 防災関係機関

との連絡調整 

（3） 災害危険地及

び市有施設の警

戒巡視 

（4） 災害応急対策 

（5） 非常配備体制

への移行準備 

防災班 

建設班 

水道班 

消防班 

市有施設管理

担当部署 

災害対策本部

に定められた

本部員及び各

班の班長 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（災対本部組織改編） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 ２ 警戒・非常配備態勢の活動要領 

  (1) 動員の方法 

   ア 総務対策部長（防災危機管理担当部長）は、本部長の非常配備決定に基

づき本部員（各対策部長）に対し、本部の設置及び非常配備を通知する。 

   イ 各対策部長は、アの通知を受けたときは、配備要員に対し、当該通知の

内容を通知する。 

   ウ 配備要員は、イの通知を受けたときは、直ちに所定の配備につく。 

   エ 各対策部長は、あらかじめ部内の職員連絡系統図を確認し、所属職員に

周知徹底しておく。 

(略) 

 （2） 動員の配備、伝達系統及び伝達方法 

   ア 勤務時間内の伝達系統及び伝達方法 

   （ｱ） 非常配備体制がとられた場合（本部が設置された場合）、本部長の指

示により総務対策部長（防災危機管理担当部長）は各対策部長に通知す

る。 

    （ｲ） 各対策部長は、速やかに所属職員に通知するとともに指揮監督を行い、

災害情報の収集、伝達、調査その他の応急措置を実施する体制を整える。 

(略) 

（3） 警戒・非常配備体制下の活動 

  ア 第 1 警戒配備体制下の活動 

(略) 

    （ｱ） 総務対策部長（防災危機管理担当部長）は、気象台その他防災関係

機関と連絡をとり、気象情報、災害状況等の情報収集を行う。 

(略) 

   イ 第２警戒配備体制下の活動 

(略) 

   （ｱ） 総務対策部長（防災危機管理担当部長）は、気象台その他防災関係

機関と連絡をとり、気象情報、災害状況等の情報収集を行う。 

   （ｲ） 総務対策部長（防災危機管理担当部長）は、関係対策部長に収集情

報を提供し、及び各対策部の活動状況等を把握する。 

   （ｳ） 関係対策部長は、総務対策部長（防災危機管理担当部長）からの情

報又は連絡に即応し、情報に対応する措置を検討するとともに、待機 

２ 警戒・非常配備態勢の活動要領 

  (1) 動員の方法 

   ア 本部事務局長（防災危機管理担当部長）は、本部長の非常配備決定に基

づき本部員（各部長）に対し、本部の設置及び非常配備を通知する。 

   イ 各部長は、アの通知を受けたときは、配備要員に対し、当該通知の内容

を通知する。 

   ウ 配備要員は、イの通知を受けたときは、直ちに所定の配備につく。 

   エ 各部長は、あらかじめ部内の職員連絡系統図を確認し、所属職員に周知

徹底しておく。 

(略) 

 （2） 動員の配備、伝達系統及び伝達方法 

   ア 勤務時間内の伝達系統及び伝達方法 

   （ｱ） 非常配備体制がとられた場合（本部が設置された場合）、本部長の指

示により本部事務局長（防災危機管理担当部長）は各部長に通知する。 

 

    （ｲ） 各部長は、速やかに所属職員に通知するとともに指揮監督を行い、災

害情報の収集、伝達、調査その他の応急措置を実施する体制を整える。 

(略) 

（3） 警戒・非常配備体制下の活動 

  ア 第 1 警戒配備体制下の活動 

(略) 

   （ｱ） 本部事務局長（防災危機管理担当部長）は、気象台その他防災関係

機関と連絡をとり、気象情報、災害状況等の情報収集を行う。 

(略) 

   イ 第２警戒配備体制下の活動 

(略) 

   （ｱ） 本部事務局長（防災危機管理担当部長）は、気象台その他防災関係

機関と連絡をとり、気象情報、災害状況等の情報収集を行う。 

   （ｲ） 本部事務局長（防災危機管理担当部長）は、関係対策部長に収集情

報を提供し、及び各部の活動状況等を把握する。 

   （ｳ） 関係部長は、本部事務局長（防災危機管理担当部長）からの情報又

は連絡に即応し、情報に対応する措置を検討するとともに、待機職員 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（災対本部組織改編） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

職員に随時、巡回活動及び災害応急対策等の必要な指示を行う。 

（ｴ） 第２警戒配備体制の職員の人数は、状況により関係対策部長において増

減する。 

に随時、巡回活動及び災害応急対策等の必要な指示を行う。 

（ｴ） 第２警戒配備体制の職員の人数は、状況により関係部長において増減す

る。 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（災対本部組織改編） 

第２節 気象業務に関する計画 

暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水等による災害を未然に防止し、また、その被害

を軽減するため、気象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に

関連するものを除く）等の特別警報・警報・注意報並びに情報等の伝達方法及びこ

れらの異常現象発見者の通報義務等に関する組織、業務等は次に定めるところによ

る。 

 

 

 

 

第 1 気象業務組織 

(略) 

第２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報 

(略) 

 ３ 指定河川洪水予報（水防法第 10 条第２項） 

指定河川の洪水予報は、河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や

市民の避難行動の参考となるように、あらかじめ指定した河川について、区

間を決めて水位又は流量を示して発表する警報及び注意報であり、気象台と

北海道開発局が共同で発表する。 

 (1) 指定河川及び相当 

（略） 

７ 気象情報 

（略） 

(1) 情報の種類 

(略) 

   ウ 記録的短時間大雨情報 

府県予報区内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の

大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の

雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表

される情報 

第２節 気象業務に関する計画 

暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水等による災害を未然に防止し、また、その被害

を軽減するため、気象、地象（地震及び火山現象を除く）及び水象（地震に密接に

関連するものを除く）等の特別警報・警報・注意報並びに情報等の伝達方法及びこ

れらの異常現象発見者の通報義務等に関する組織、業務等は次に定めるところによ

る。 

なお、国及び道は、避難指示等の発令基準に活用する風水害に関する防災気象情

報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として

区分し、住民の自発的な避難判断等を促すものとする。 

 

第 1 気象業務組織 

(略) 

第２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報 

(略) 

 ３ 指定河川洪水予報（水防法第 10 条第２項） 

指定河川の洪水予報は、河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や市

民の避難行動の参考となるように、あらかじめ指定した河川（以下「洪水予報

河川」という。）について、区間を決めて水位又は流量を示して発表する警報

及び注意報であり、気象台と北海道開発局が共同で発表する。 

(1) 洪水予報河川及び相当 

（略） 

７ 気象情報 

（略） 

(1) 情報の種類 

(略) 

ウ 記録的短時間大雨情報 

府県予報区内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような 

猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レー

ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種

として発表される情報 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

用語の定義の追記 

 

 

表現の適正化（札幌管区気象

台） 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（気象庁の標準的な表現に修

正） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・

氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であ

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の「危

険度分布」で確認することができる。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増であ

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報であり、

実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の「危険度

分布」で確認する必要がある。 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（気象庁の標準的な表現に修

正） 

第 4章 災害予防計画 

(略) 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

(略) 

第１ 実施責任者 

(略) 

 ２ 北広島市 

(略) 

  (2)  市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のた 

め、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。また、 

災害による人的被害を軽減する方策は、市民等の避難行動が基本となること 

を踏まえ、避難勧告等の意味と内容の説明など、啓発活動を市民等に対して 

行う。 

 

  (3) 過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大災害に関する検証結果や調査分析結果等の各種資料を広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、広く市民が閲覧できるよう公開に努める。 

(略) 

 

第２ 配慮すべき事項 

 １ 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合 

災害時における市民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発 

に努める。 

２ 要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が確立される 

よう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配 

慮するよう努める。 

 ３ 地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の 

普及推進を図る。 

第 4章 災害予防計画 

(略) 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

(略) 

第１ 実施責任者 

(略) 

 ２ 北広島市 

(略) 

  (2)  市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のた 

め、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するととも 

に、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。また、 

災害による人的被害を軽減する方策は、市民等の避難行動が基本となること 

を踏まえ、避難指示等の意味と内容の説明など、啓発活動を市民等に対して 

行う。 

  (3) 過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大災害に関する検証結果や調査分析結果等の各種資料を広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、広く市民が閲覧できるよう地図情報その他の方法

により公開に努める。 

(略) 

第２ 配慮すべき事項 

 １ 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合 

災害時における市民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発 

に努める。 

２ 要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が確立される 

よう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配 

慮するよう努める。 

 ３ 地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の 

普及推進を図る。 

 ４ 地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

第５ 学校等教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

１ 学校においては、児童生徒等に対し、災害の現象、災害の予防等の知識の向

上及び防災の実践活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的

に推進する。 

  訓練の提供、学校における防災教育の充実、防災に関する教材(副読本)の充実

を図る。特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合

わせた防災教育の実施に努める。 

 ５ 各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続

的に実施されるよう、水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を

図る。 

 ６ 防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケア

マネージャー）の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を図る。 

 ７ 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を、災害の切迫度に応じて５

段階の警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直

接的に理解できるような取組を推進する。 

(略) 

第５ 学校等教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

１ 学校においては、児童生徒等に対し、災害の現象や災害の予防等の知識の

向上及び防災の実践的な対応方法（災害時における避難、保護の措置等）の

習得を積極的に推進する。 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（表現の適正化） 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

市は、災害時において市民の生活を確保するための食料その他の物資の確保、及

び災害発生時における応急対策活動を円滑に行うための防災資機材等の整備に努

めるとともに、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量の把握に努める。 

 

 その際、要配慮者向けの物資等の確保に努める。 

 

 

 

 

第１ 食料その他の物資の確保 

 １ 市は、あらかじめ関係機関及び供給事業者と食料調達に関する協定を締結す 

るなど、食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備 

し、災害時における食料その他の物資の確保に努める。（資料９－１及び資料 

９－２参照） 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

市は、災害時において市民の生活を確保するための食料その他の物資の確保、及

び災害発生時における応急対策活動を円滑に行うための防災資機材等の整備に努

めるとともに、地域内の備蓄物資や物資拠点について物資調達・輸送調整等支援シ

ステムにあらかじめ登録し、供給事業者の保有量と併せ、備蓄量等の把握に努める。 

 その際、要配慮者向けの物資等の確保に努める。 

 また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や輸送手段の確認を行うとと

もに、災害時協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手段等の確認を

行うよう努める。 

 

第１ 食料その他の物資の確保 

 １ 市は、災害時に避難所等で必要となる食料、飲料水、生活必需品、衛生用品、  

燃料、その他の物資について、概ね発災から３日目までに必要な数量（住民持

参分を除く。）を備蓄するよう努めるとともに、備蓄が困難な物資については、

民間事業者との災害時協定による流通在庫物資を活用するなど物資の調達体 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（感染症対策等を踏まえた備

蓄整備方針の明記） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市は、防災週間や防災関連行事等を通じ、市民や事業者に対し、「最低３日間、

推奨１週間」分の食料及び飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパ

ー、ポータブルストーブ等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

制の整備に努める。（資料９－１及び資料９－２参照） 

〔備蓄品の例〕 

 食料････････米類、乾パン、麺類、缶詰、乳幼児用ミルク 

 飲料水･･････ペットボトル水 

 生活必需品･･毛布、哺乳びん、生理用品、おむつ（小児用・大人用） 

 衛生用品････マスク、消毒液 

 燃料････････ガソリン、灯油 

 その他･･････トイレ、発電機、投光器、水袋、扇風機、ストーブ、段ボール 

ベッド、パーティション、ブルーシート、土のう袋 

２ 市は、防災週間や防災関連行事等あらゆる機会を通じ、市民や事業者に対し、

「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイ

レットペーパー、ポータブルストーブ等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（感染症対策等を踏まえた備

蓄整備方針の明記） 

第４節 相互応援(受援)体制整備計画 

(略) 

第１ 基本的な考え方 

   市は、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時

から他の防災関係機関との連携強化に努めるとともに、企業、ＮＰＯ等に委託

可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結

しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握してお

くなど、そのノウハウや能力等の活用に努める。 

   また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災

関係機関から応援を受けることができるよう、応援・受援に関する連絡・要請

の手順や応援機関の活動拠点、資機材等の集積・輸送体制等について必要な準

備を整えるよう努める。併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村へ

の応援を迅速かつ的確に実施できるよう応援に関する計画と、他の地方公共団

体や防災関係機関から応援を受けることができるよう受援に関する計画を策

定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付けるよう努める。 

 

第４節 相互応援(受援)体制整備計画 

(略) 

第１ 基本的な考え方 

   市は、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時

から他の防災関係機関との連携強化に努めるとともに、企業、ＮＰＯ等に委託

可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結

しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握してお

くなど、そのノウハウや能力等の活用に努める。 

   また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災

関係機関から応援を受け入れて情報共有や各種調整を行うことができるよう、

受援体制の整備に努め、特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当

者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うとともに、訓練等を通じて

応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活動拠点、資機材等の集積・

輸送体制等について確認を行うなど、必要な準備を整えるよう努める。併せて、

大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施でき

るよう応援に関する計画と、他の地方公共団体や防災関係機関から応援を受け

ることができるよう受援に関する計画を策定し、それぞれ防災業務計画や地域

防災計画等に位置付けるよう努めるとともに、防災総合訓練などにおいて応

援・受援体制を検証し、さらなる連携の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第２ 相互応援(受援)体制の整備 

 １ 北広島市 

(略) 

（3） 相互応援協定の締結に当たっては、周辺市町村に加え、大規模な災害時に

は周辺市町村が同時に被災する可能性があることから、遠方に所在する市町

村との間の協定締結も考慮する。 

 

 

(略) 

第３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

（新規） 

 

 

 

   市は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議

会等やボランティア団体との連携を図り、災害時においてボランティア活動

が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

（新規） 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

第２ 相互応援(受援)体制の整備 

 １ 北広島市 

(略) 

（3） 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共

団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速

やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、

周辺市町村に加え、大規模な災害時には周辺市町村が同時に被災する可能性

があることから、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮する。 

(略) 

第３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 １ 市は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダー

の育成を図るとともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、発災時の防災ボ

ランティアとの連携についても検討を行う。 

２ 市は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会

等やボランティア団体との連携を図り、災害時においてボランティア活動が円

滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

３ 市は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修

制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災

ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提

供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を

通じて推進する。 

４ 市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃

棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築する。また、地域住民やＮ

ＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を

進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努める。 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

（略） 

第 4 自主防災組織の活動 

（略） 

 ２ 非常時及び災害時の活動 

（略） 

  (4) 避難の実施 

    市長等から避難勧告、避難指示（緊急）や避難行動に時間を要する要配 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

（略） 

第 4 自主防災組織の活動 

（略） 

 ２ 非常時及び災害時の活動 

（略） 

  (4) 避難の実施 

市長等から避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者・支援者などに 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

慮者・支援者などに対する避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合

には、地域住民に対して周知徹底を図り、大雨・暴風、火災、崖崩れ、地

滑り等に注意しながら迅速かつ円滑に指定緊急避難場所や指定避難所等へ

誘導する。 

対する高齢者等避難が発令された場合には、地域住民に対して周知徹底を

図り、大雨・暴風、火災、崖崩れ、地滑り等に注意しながら迅速かつ円滑

に指定緊急避難場所や指定避難所等へ誘導する。 

 

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

第６節 避難体制整備計画 

(略) 

第１ 避難誘導体制の構築 

(略) 

２ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所

であるのかを明示するよう努めるとともに、災害種別一般図記号を使った避

難場所標識の見方に関する周知に努める。 

３ 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所

への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難

場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民

等自身が判断する場合は、近隣の安全な場所への移動または屋内安全確保等

を行うべきことについて、日ごろから住民等への周知徹底に努める。 

（略） 

（新規） 

 

 

 

（略） 

第３ 指定避難所の確保等 

４ 市は、指定避難所の指定にあたっては、次の事項について努める。 

  (1) 指定避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することに

ついて定めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設

等をあらかじめ決定しておく。 

(2) 障害福祉施設や特別支援学校等の施設を活用し、一般の指定避難所では生

活することが困難な障がい者等の要配慮者が、指定避難所での生活において

特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる

体制を整備した福祉避難所を指定する。 

第６節 避難体制整備計画 

(略) 

第１ 避難誘導体制の構築 

(略) 

２ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所

であるのかを明示するよう努めるとともに、災害種別一般図記号を使った避

難場所標識の見方に関する周知に努める。 

３ 避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所

への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難

場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民

等自身が判断する場合は、近隣の安全な場所への移動または屋内安全確保等

を行うべきことについて、日ごろから住民等への周知徹底に努める。 

（略） 

７ 市は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者

の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定め

るよう努める。 

（略） 

第３ 指定避難所の確保等 

４ 市は、指定避難所の指定にあたっては、次の事項について努める。 

  (1) 指定避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することに

ついて定めるなど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施

設等をあらかじめ決定しておく。 

 (2) 障害福祉施設や特別支援学校等の施設を活用し、指定避難所内の一般の避

難スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、指定避難所

での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安

心して生活できる体制を整備した福祉避難所を指定する。 

 

 

 

法改正に伴う修正 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

（略） 

(4) 市は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、

備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進める。 

 

（略） 

第４ 市における避難計画の策定等 

 １ 避難勧告等の具体的な発令基準の策定及び住民への周知 

市長は、適時・適切に避難指示（緊急）、避難勧告及び避難準備・高齢者等

避難開始（以下「避難勧告等」という。）を発令するため、あらかじめ避難勧

告等の具体的な判断基準（発令基準）を策定する。 

また、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、避難勧告等の意味と

内容の説明、避難すべき区域や避難勧告等の判断基準（発令基準）につい

て、日頃から住民等への周知に努める。 

そして、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時におけ

る優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分

担するなど、庁内をあげた体制の構築に努める。 

２ 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び市民等への周知 

   市長は、市民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発

生時に人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域

を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避

難路等、指定避難所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、

ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう

努める。 

（略） 

(4) 市は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、

備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進める。また、必要に応じ指定避難所の

電力容量の拡大に努める。 

（略） 

第４ 市における避難計画の策定等 

 １ 避難指示等の具体的な発令基準の策定及び住民への周知 

市長は、適時・適切に避難指示及び高齢者等避難（以下「避難指示等」と

いう。）を発令するため、あらかじめ避難指示等の具体的な判断基準（発令基

準）を策定する。 

また、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、避難指示等の意味と

内容の説明、避難すべき区域や避難指示等の判断基準（発令基準）につい

て、日頃から住民等への周知に努める。 

そして、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時におけ

る優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分

担するなど、庁内をあげた体制の構築に努める。 

２ 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び市民等への周知 

   市長は、市民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発

生時に人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域

を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避

難路等、指定避難所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、

ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう

努める。 

   ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスク

や住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できる

よう周知に努めるとともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要が

ないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警

戒レベル４で「危険な場所からの全員避難」すべきこと等の避難に関する情

報の意味の理解の促進に努める。 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 



 

 

- 11 - 

 

  

修   正   前 修   正   後 理   由 

第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

（略） 

第１ 安全対策 

（略） 

１ 市の対策 

（略） 

（11）福祉避難所の指定 

    市は、社会福祉施設等を活用し、一般の避難所では生活することが困難な

障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられ

るなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉

避難所を指定する。 

２ 社会福祉施設等の対策 

（1） 防災設備等の整備 

   施設管理者は、社会福祉施設等の利用者や入所者が、寝たきりの高齢者や

障がい者等の要配慮者であるため、施設の災害に対する安全性を高めること

が重要である。 

   また、施設管理者は、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最

低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、

施設機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備に努める。 

 

 

 

第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

（略） 

第１ 安全対策 

（略） 

１ 市の対策 

（略） 

（11）福祉避難所の指定 

    市は、社会福祉施設等を活用し、指定避難所内の一般の避難スペースでは

生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において

特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活でき

る体制を整備した福祉避難所を指定する。 

２ 社会福祉施設等の対策 

（1） 防災設備等の整備 

   施設管理者は、社会福祉施設等の利用者や入所者が、寝たきりの高齢者や

障がい者等の要配慮者であるため、施設の災害に対する安全性を高めること

が重要である。 

    また、施設管理者は、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最

低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、

施設機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備に努める。 

    特に、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の

管理者は、発災後７２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第９節 建築物災害予防計画 

（略） 

第３ 崖地に近接する建築物の防災対策 

   市及び道は、崖の崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、

建築物の建築制限を行うとともに、既存の危険住宅については、がけ地近接住

宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転促進を図る。 

 

第９節 建築物災害予防計画 

（略） 

第３ 崖地に近接する建築物の防災対策 

１ 市及び道は、崖の崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物

の建築制限を行うとともに、既存の危険住宅については、がけ地近接住宅移転

事業制度を活用し、安全な場所への移転促進を図る。 

 ２ 市は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び

液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表する。また、

市及び道は、滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成地において、宅地の安全

性の把握及び耐震化を推進する。 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第１３節 雪害予防計画 

（略） 

第１ 市の体制 

（略） 

５ 雪害時に適切な避難勧告・指示ができるようにしておくこと。 

（略） 

第１３節 雪害予防計画 

（略） 

第１ 市の体制 

（略） 

５ 雪害時に適切な避難指示ができるようにしておくこと。 

（略） 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

第１４節 融雪災害予防計画 

（略） 

第３ 市の体制 

（略） 

(5) 融雪災害時に適切な避難勧告・指示ができるようにしておくこと。 

第１４節 融雪災害予防計画 

（略） 

第３ 市の体制 

（略） 

(5) 融雪災害時に適切な避難指示ができるようにしておくこと。 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

第１５節 土砂災害予防計画 

（略） 

第１ 現況 

   市内には、北海道が国の点検要領に基づき調査を実施し公表している土砂災

害危険箇所が５５箇所あり、そのうち北海道が指定している土砂災害警戒（特

別警戒）区域が１０箇所ある。 

 

１ 土砂災害危険箇所数（資料４－２,13－２） 

図表 土砂災害危険箇所数 

土砂災害形態区分 該当箇所数 

土石流危険渓流 ３０箇所 

急傾斜地崩壊危険箇所 ２５箇所 

地滑り危険箇所 ０箇所 

計 ５５箇所 

 

２ 土砂災害警戒（特別警戒）区域数（資料４－３,13－３,13－４） 

図表 土砂災害警戒（特別警戒）区域数 

土砂災害形態区分 警戒区域箇所数 特別警戒区域箇所数 

急傾斜地の崩壊 ９箇所 ９箇所 

土石流 １箇所 ０箇所 
 

第１５節 土砂災害予防計画 

（略） 

第１ 現況 

   市内には、北海道が国の点検要領に基づき調査を実施し公表している土砂災

害危険箇所が５７箇所あり、そのうち北海道が指定している土砂災害警戒（特

別警戒）区域が５２（３７）箇所ある。 

 

１ 土砂災害危険箇所数（資料４－２,13－２） 

図表 土砂災害危険箇所数 

土砂災害形態区分 該当箇所数 

土石流危険渓流 ３０箇所 

急傾斜地崩壊危険箇所 ２７箇所 

地滑り危険箇所 ０箇所 

計 ５７箇所 

 

２ 土砂災害警戒（特別警戒）区域数（資料４－３,13－３,13－４） 

図表 土砂災害警戒（特別警戒）区域数 

土砂災害形態区分 警戒区域箇所数 特別警戒区域箇所数 

急傾斜地の崩壊 ２６箇所 ２５箇所 

土石流 ２６箇所 １２箇所 
 

 

 

道 に よ る 新 規 指 定（ 空

札建管第 2367 号（令和 3 年

（2021 年）3 月 18 日））に基づ

く修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 

第２ 予防対策 

（略） 

 １ 本計画に、土砂災害警戒情報と連携した避難勧告等の発令基準、警戒区域

等、避難勧告等の発令対象区域、情報の収集及び伝達体制、指定避難所の解

説・運営、避難行動要支援者への支援、住民の防災意識の向上など土砂災害

を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について記載する。 

（略） 

５ 土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令することを

基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するとともに、土砂災害警

戒区域等を避難勧告等の発令単位として事前に設定する。また、避難勧告等

は、土砂災害警戒区域等と北海道が提供する土砂災害警戒情報システムの判

定メッシュ情報において危険度が高まっている領域が重なった区域等を基本

に発令する。 

 

 

第３ 形態別予防計画 

（略） 

 ２ 土石流予防計画 

   市民に対し、土砂災害警戒（特別警戒）区域及び土石流危険渓流の周知に努

めるとともに、必要な警戒避難体制に関する事項について定める。また、定期的に

点検を行う。 

（略） 

 

第５ 土砂災害警戒区域等にかかる市の防災対策について 

   市内の土砂災害警戒（特別警戒）区域の指定状況は資料４－３のとおりで

あり、避難勧告等の発令に当たって、市長は、土砂災害警戒情報を参考にし

つつ、個別の渓流・斜面の状況、気象状況等も合わせて総合的に判断を行

う。 

１ 避難指示等の発令の判断基準 

   避難勧告等は、以下の基準を参考に、今後の気象予測や土砂災害危険箇所

の巡視等からの情報を含めて総合的に判断して発令する。 

なお、各判断基準のいずれか一つに該当した場合には発令するものとする。 

（略） 

 

第２ 予防対策 

（略） 

 １ 本計画に、土砂災害警戒情報と連携した避難指示等の発令基準、警戒区域

等、避難指示等の発令対象区域、情報の収集及び伝達体制、指定避難所の解

説・運営、避難行動要支援者への支援、住民の防災意識の向上など土砂災害

を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について記載する。 

（略） 

５ 土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示等を発令することを

基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するとともに、土砂災害警

戒区域等を避難指示等の発令単位として事前に設定する。また、避難指示等

は、土砂災害警戒区域等と北海道が提供する土砂災害警戒情報システムの判

定メッシュ情報において危険度が高まっている領域が重なった区域等を基本

に発令する。 

 

第３ 形態別予防計画 

（略） 

 ２ 土石流予防計画 

   市民に対し、土砂災害警戒（特別警戒）区域、土石流危険渓流及び崩落土砂

流出危険地区の周知に努めるとともに、必要な警戒避難体制に関する事項について

定める。また、定期的に点検を行う。 

（略） 

 

第５ 土砂災害警戒区域等にかかる市の防災対策について 

   市内の土砂災害警戒（特別警戒）区域の指定状況は資料４－３のとおりで

あり、避難指示等の発令に当たって、市長は、土砂災害警戒情報を参考にし

つつ、個別の渓流・斜面の状況、気象状況等も合わせて総合的に判断を行

う。 

 １ 避難指示等の発令の判断基準 

   避難指示等は、以下の基準を参考に、今後の気象予測や土砂災害危険箇所

の巡視等からの情報を含めて総合的に判断して発令する。 

なお、各判断基準のいずれか一つに該当した場合には発令するものとする。 

（略） 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合 

（山地災害危険地区の種類を

明示） 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 

第１８節 業務継続計画の策定 

（略） 

第１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

市は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要

なものは一定のレベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できる

よう、災害時においても市の各部局の機能を維持し、被害の影響を最小限にと

どめ、非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置を講じるための業

務継続計画の策定及び策定した計画の継続的改善に努める。 

   特に、業務継続計画の策定に当たっては、少なくとも市長不在時の明確な代

行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特

定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確

保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定

めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１８節 業務継続計画の策定 

（略） 

第１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

１ 市 

市は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要

なものは一定のレベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できる

よう、災害時においても市の各部局の機能を維持し、被害の影響を最小限にと

どめ、非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置を講じるための業

務継続計画の策定及び策定した計画の継続的改善に努める。 

特に、業務継続計画の策定に当たっては、少なくとも市長不在時の明確な代

行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特

定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確

保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定

めておく。 

 

２ 事業者 

事業者は、事業の継続など災害時の企業の果たす役割を十分に認識し、各事

業者において災害時等非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置

を講じるための業務（事業）継続計画を策定・適用するよう努めるものとす

る。 

また、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づ

く取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、市と連携して、事業継続力

強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 

（略） 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第５章 災害応急対策計画 

（略） 

第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

第１ 災害広報及び情報等の提供の方法 

（略） 

 １ 市民に対する広報等の考え方 

(1) 市及び防災関係機関等は、報道機関（コミュニティＦＭを含む。）への情

報提供をはじめ、緊急速報メール、登録制メール、ＩＰ告知システム、広報

車両、インターネット、ＳＮＳ（Twitter 等）、臨時災害放送局、掲示板、印

刷物など、あらゆる広報媒体を組み合わせ、迅速かつ適切な広報を行い、誤

報等による混乱の防止に万全を期する。 

 

 

 

 

（略） 

(4) (1)のほか、市は、北海道防災情報システムのメールサービスや災害情報

共有システム（Ｌアラート）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を

活用するとともに、ポータルサイト・サーバー運営業者へ協力を求めること

等により、効果的な情報提供を実施する。また、災害現場における住民懇談

会等によって、一般住民及び被災者の意見、要望、相談等を広聴し、災害対

策に反映させる。 

 ２ 市が行う広報 

 市は、所管区域内の防災関係機関との連絡を密にするとともに、被災者のニ

ーズを十分把握した上で、被災者をはじめとする市民に対し、直接的に、被害

の区域・状況、二次災害の危険性、避難指示（緊急）・避難勧告、避難準備・高

齢者等避難開始、指定緊急避難場所・指定避難所、医療機関等の生活関連情報、

ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、交通規制、被災者生活支

援に関する情報等について、ボランティア団体やＮＰＯ等とも連携を図りなが

ら、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

第５章 災害応急対策計画 

（略） 

第３節 災害広報・情報提供計画 

（略） 

第１ 災害広報及び情報等の提供の方法 

（略） 

 １ 市民に対する広報等の考え方 

(1) 市及び防災関係機関等は、報道機関（コミュニティＦＭを含むラジオ、テ

レビ、有線放送、ワンセグ放送、新聞）への情報提供をはじめ、緊急速報メ

ール、登録制メール、ＩＰ告知システム、広報車両、インターネット、ＳＮ

Ｓ（Twitter 等）、臨時災害放送局、掲示板、印刷物など、あらゆる広報媒体

を組み合わせ、迅速かつ適切な広報を行い、誤報等による混乱の防止に万全

を期する。 

    また、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の

多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努め

る。 

（略） 

(4) (1)のほか、市は、北海道防災情報システムのメールサービスやＬアラー

ト（災害情報共有システム）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を

活用するとともに、ポータルサイト・サーバー運営業者へ協力を求めるこ

と等により、効果的な情報提供を実施する。また、災害現場における住民

懇談会等によって、一般住民及び被災者の意見、要望、相談等を広聴し、

災害対策に反映させる。 

 ２ 市が行う広報 

市は、所管区域内の防災関係機関との連絡を密にするとともに、被災者のニー

ズを十分把握した上で、被災者をはじめとする市民に対し、直接的に、被害の

区域・状況、二次災害の危険性、避難指示、高齢者等避難、指定緊急避難場所・

指定避難所、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連

情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、交通規制、被災者

生活支援に関する情報等について、ボランティア団体やＮＰＯ等とも連携を図

りながら、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の統一 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

(1) 災害情報等の収集方法 

災害情報等の収集については、「本章 第１節 災害情報収集・伝達計画」

によるほか、次の収集方法による。 

ア 広報対策部広報班派遣による災害現場の取材及び記録写真の収集 

    イ 報道機関その他防災関係機関への取材による資料の収集 

 

（略） 

(2) 災害情報等の発表及び広報の方法 

   ア 発表責任者 

     災害情報等の発表及び広報は、本部長（市長）の承認を得て、広報対策

部長がこれに当たる。 

（略） 

   エ 庁内連絡 

総務対策部は、本部業務の適切な遂行のため、災害情報等を庁内放送及

び庁内ＬＡＮ等を利用して本部職員に周知する。 

(3) 災害情報速報の作成及び活用 

    広報対策部広報班は、広報活動の効率的な実施のため、災害情報速報（別

記第６号様式）を作成し、活用を図る。 

 

(4) 各関係機関に対する周知 

    総務対策部総務班は、必要に応じて防災関係機関・公共的団体及び重要な

施設の管理者等に対して、災害情報を提供する。 

 

(5) 広聴活動（被災者相談所の開設） 

    市民環境対策部市民生活班は、災害の状況により必要と認めたときは、

本部の指示により、被災者のための相談窓口を開設し、問い合わせに対応

する体制を整えるほか、市民からの災害に関する要望事項を関係対策部及

び防災関係機関に連絡し、迅速かつ適切な処理に努める。 

（略） 

  (1) 災害情報等の収集方法 

災害情報等の収集については、「本章 第１節 災害情報収集・伝達計画」

によるほか、次の収集方法による。 

ア 企画財政部広報記録班派遣による災害現場の取材及び記録写真の収集 

    イ 企画財政部広報記録班による報道機関その他防災関係機関への取材に

よる資料の収集 

（略） 

(2) 災害情報等の発表及び広報の方法 

   ア 発表責任者 

     災害情報等の発表及び広報は、本部長（市長）の承認を得て、企画財政

部長がこれに当たる。 

（略） 

   エ 庁内連絡 

総務部長は、本部業務の適切な遂行のため、災害情報等を庁内放送及び

庁内ＬＡＮ等を利用して本部職員に周知する。 

(3) 災害情報速報の作成及び活用 

    企画財政部長（本部事務局情報広報班）は、報告・通報及び広報活動の効

率的な実施のため、取りまとめ報及び災害情報速報（別記第６号様式）を作

成し、活用を図る。 

(4) 各関係機関に対する周知 

    本部事務局長は、上記取りまとめ報及び災害情報速報等を活用し、必要に

応じて防災関係機関・公共的団体及び重要な施設の管理者等に対して、災害

情報を提供する。 

(5) 広聴活動（被災者相談所の開設） 

    市民環境部長は、災害の状況により必要と認めたときは、被災者のため

の相談窓口を開設し、問い合わせに対応する体制を整えるほか、市民か

らの災害に関する要望事項を関係部及び防災関係機関に連絡し、迅速か

つ適切な処理に努める。 

（略） 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編及び事務分

掌） 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 

 

災害対策本部訓練による検

証結果の反映(北広島市) 

 

災害対策本部訓練による検

証結果の反映(北広島市) 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編及び事務分

掌） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第４節 避難対策計画 

（略） 

第１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災、山（崖）崩れ、地震等の災害により、人命、身体の保護又

は災害の拡大防止のため、特に必要があると認められるときは、市長等避難

実施責任者は、次により避難の勧告等を行う。 

特に、市は、市民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進

展等を踏まえ高齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する

必要がある。このため、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、一般住民に

対して避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者

等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応

しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等

避難開始を発令する。 

なお、避難勧告等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意す

るとともに、避難勧告、避難指示（緊急）を夜間に発令する可能性がある場

合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始

の発令に努める。 

１ 市長（基本法第 60条、水防法第 29条） 

 (1) 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によ

って得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、市民の生命、身

体に被害が及ぶおそれがあると判断される状況に至ったときは、直ちに必要

と認める地域の居住者等に対し、次の勧告又は指示を行う。 

ア 避難のための立退きの勧告又は指示 

（略） 

(3) 市長は、上記の勧告又は指示を行ったときは、その旨を速やかに石狩振

興局長を通じて知事に報告するとともに、水防管理者として指示を行った

ときは厚別警察署長にその旨を通知する。（これらの指示等を解除した場合

も同様とする。） 

第２ 避難措置における連絡、助言、協力及び援助 

（略） 

２ 助言 

市は、避難のための立退きの勧告・指示又は近隣への安全な場所への待避 

第４節 避難対策計画 

（略） 

第１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災、山（崖）崩れ、地震等の災害により、人命、身体の保護又

は災害の拡大防止のため、特に必要があると認められるときは、市長等避難

実施責任者は、次により避難の勧告等を行う。 

特に、市は、市民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進

展等を踏まえ高齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する

必要がある。このため、避難指示のほか、一般住民に対して避難準備及び自

主的な避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時

間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で

避難行動を開始することを求める高齢者等避難を発令する。 

なお、避難勧告等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意する

とともに、避難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとり

やすい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。 

 

 

１ 市長（基本法第 60条、水防法第 29条） 

 (1) 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、警戒巡視等によ

って得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案し、市民の生命、身

体に被害が及ぶおそれがあると判断される状況に至ったときは、直ちに必要

と認める地域の居住者等に対し、次の指示を行う。 

ア 避難のための立退きの指示 

（略） 

(3) 市長は、上記の指示を行ったときは、その旨を速やかに石狩振興局長を

通じて知事に報告するとともに、水防管理者として指示を行ったときは厚

別警察署長にその旨を通知する。（これらの指示を解除した場合も同様とす

る。） 

第２ 避難措置における連絡、助言、協力及び援助 

（略） 

２ 助言 

市は、避難のための立退きの指示又は近隣への安全な場所への待避や屋内 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

や屋内安全確保の指示を行うに際して、必要があると認めるときは、札幌

管区気象台、河川管理者等、国や道の関係機関から、災害に関する情報等

の必要な助言を求めることができる。 

市は、避難勧告や指示等を行う際に必要な助言を求めることができるよ

う、国や道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時

における連絡体制を整備するよう努める。 

（略） 

 

第３ 避難の勧告、避難指示（緊急）又は避難準備・高齢者等避難開始の周知 

   市長は、避難勧告等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難

準備・高齢者等避難開始の提供、避難のための立退きの勧告・指示、又は近隣

の安全な場所への待避や屋内安全確保の指示に当たっては、消防機関等関係機

関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶおそれがある

ことを認識できるように避難勧告等の伝達文の内容を工夫することや、その対

象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動について、市民にとっ

て具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、北海道防災情報システム、Ｌ

アラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送

含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能含む。）、放送設備、サイレン、広報車

両、電話等のあらゆる伝達手段の複合的な活用を図り、対象地域の住民への迅

速かつ的確な伝達に努め、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

１ 勧告・指示事項 

 (1) 避難勧告、避難指示（緊急）、近隣の安全な場所への待避や屋内安全確保

の指示又は避難準備・高齢者等避難開始の理由及び内容 

（略） 

２ 伝達方法 

（略） 

(4) 伝達員による個別伝達 

避難の勧告又は指示が夜間、停電時、風雨が激しい場合等のため、全家庭

に対する周知が困難であると予想されるときは、消防職員、消防団員等で班

を編成し、個別に伝達する。 

安全確保の指示を行うに際して、必要があると認めるときは、札幌管区気

象台、河川管理者等、国や道の関係機関から、災害に関する情報等の必要

な助言を求めることができる。 

市は、避難指示等を行う際に必要な助言を求めることができるよう、国

や道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時におけ

る連絡体制を整備するよう努める。 

（略） 

 

第３ 避難指示及び高齢者等避難の周知 

   市長は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難

指示の発令に当たっては、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項につ

いて、生命や身体に危険が及ぶおそれがあることを認識できるように避難指示

等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にすること、避難指示

等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したと

るべき避難行動について、市民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう

配慮し、北海道防災情報システム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、テ

レビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能

含む。）、放送設備、広報車両、電話等のあらゆる伝達手段の特徴を踏まえた複

合的な活用を図り、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努め、住民の迅

速かつ円滑な避難を図る。 

（略） 

１ 指示事項 

 (1) 避難指示、近隣の安全な場所への待避や屋内安全確保の指示又は高齢者等

避難の理由及び内容 

（略） 

２ 伝達方法 

（略） 

(4) 伝達員による個別伝達 

避難の指示が夜間、停電時、風雨が激しい場合等のため、全家庭に対する

周知が困難であると予想されるときは、消防職員、消防団員等で班を編成し、

個別に伝達する。 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

３ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の基準 

 (1) 避難準備・高齢者等避難開始 

人的被害の発生する可能性が高まった状況において、事態の推移によっ

ては、避難勧告や避難指示（緊急）を行うことが予想されるため、避難行

動要支援者など避難行動に時間を要する者は、いち早く避難を、その他の

者には避難のための準備を呼びかけるもので、その基準は次のとおりであ

る。 

ア 河川が一定時間後に氾濫注意水位を超えて洪水となるおそれがあり、

避難準備又は事前に避難させておく必要があると認められるとき。（資料

５－１） 

イ その他諸般の状況から、避難行動要支援者等について避難準備又は事

前に避難させておく必要があると認められるとき。 

 (2) 避難勧告 

人的被害等が発生する可能性が高まった場合に、該当地区の居住者に立退

きを勧めるもので、その基準は次のとおりである。 

ア 大地震が発生し、建物の倒壊などのおそれがあるとき。 

イ 火災が拡大するおそれがあるとき。 

ウ 河川が避難判断水位に達した場合、または一定時間後に氾濫危険水位に

到達することが見込まれる場合（資料５－１） 

エ その他諸般の状況から、事前に避難させておく必要があると認められる

とき。 

 (3) 避難指示(緊急) 

実際に人的被害が生じたときのほか、前兆現象(災害の前触れとなる現象)

の発生や、土地の特性等(堤防の近くである等)により、人的被害の危険性が

非常に高まった場合に発令する。 

３ 高齢者等避難、避難指示の基準 

 (1) 高齢者等避難 

災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢

者等が危険な場所から避難するべき状況において市長から必要な地域の居

住者等に対し発令される情報であり、その基準は次のとおりである。 

ア 河川が一定時間後に氾濫注意水位を超えて洪水となるおそれがあり、

避難準備又は事前に避難させておく必要があると認められるとき。（資料

５－１） 

イ その他諸般の状況から、避難行動要支援者等について避難準備又は事

前に避難させておく必要があると認められるとき。 

 (2) 避難指示 

災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住者

等が危険な場所から避難するべき状況において、市長から必要と認める地域

の必要と認める居住者等に対し発令される情報であり、その基準は次のとお

りである。 

ア 大地震が発生し、建物の倒壊などのおそれがあるとき。 

イ 火災が拡大するおそれがあるとき。 

ウ 河川が避難判断水位に達した場合、または一定時間後に氾濫危険水位に

到達することが見込まれる場合（資料５－１） 

エ その他諸般の状況から、事前に避難させておく必要があると認められる

とき。 

(3) 緊急安全確保 

災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が実の安全を確保するた

めに立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、

いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、指定緊急避難場所等への「立退き

避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へと

行動変容するよう市長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対し発令される情報である。 

   ※ ただし、災害が発生・緊迫している状況において、その状況を市長が必

ず把握することができるとは限らないこと等から、本情報は市長から必ず発

令される情報ではない。 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

４ 警戒レベルに応ずる防災情報の提供 

警戒レベル 住民がとるべき行動 
住民に行動を促す情報 

避難情報等 

警戒レベル５ 

既に災害が発生している状況であ

り、命を守るための最善の行動をと

る。 

災害発生情報※１ 

警戒レベル４ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難を

基本とする避難行動をとる。 

・災害が発生するおそれが極めて高い状

況等になっており、緊急に避難する。 

・避難勧告 

・避難指示（緊急）※２ 

警戒レベル３ 

高齢者等は立退き避難する。 

その他の者は立退き避難の準備を

し、自発的に避難する。 

避難準備・高齢者等避難

開始 

警戒レベル２ 
避難に備え自らの避難行動を確認す

る。 

洪水注意報 

大雨注意報 

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 

警報級の可能性 

※令和元年出水期から

「早期注意情報」と名称

変更 

（略） 

第４ 避難方法 

１ 避難誘導 

（略） 

市は、災害の状況に応じて避難勧告等を発令したうえで、避難時の周囲の

状況等により、近隣のより安全な建物への「緊急的な待避」や、「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を市民がとれるように努める。 

(略) 

２ 移送の方法 

（1） 避難は、避難者が各個に行うことを原則とするが、避難者の自力による避

難が不可能な場合は、防災関係機関や協定を締結した事業者等と連携し、市

において車両等によって移送する。 

なお、車両による集団輸送が必要と認められる場合は、「本章 第 14 節 輸

送計画」に準じ、災害時輸送の担当である土木対策部輸送班を担当にあてる。 

４ 警戒レベルに応ずる防災情報の提供 

警戒 

レベル 
状 況 住民がとるべき行動 行動を促す情報 

５ 
災害発生 

又は切迫 
命の危険 直ちに安全確保！ 緊急安全確保※１ 

～～～～～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～～～～～ 

４ 
災害の 

おそれ高い 
危険な場所から全員避難 避難指示（注） 

３ 
災害の 

おそれあり 
危険な場所から高齢者等は避難※２ 高齢者等避難 

２ 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 
大雨・洪水注意報 

（気象庁） 

１ 
今後気象状況

悪化のおそれ 災害への心構えを高める 
早期注意情報 

（気象庁） 

※１ 市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令さ

れるものではない。 

※２ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感

じたら自主的に避難するタイミングである。 

（注） 避難指示は、旧計画の避難勧告のタイミングで発令する。 

 

 

（略） 

第４ 避難方法 

１ 避難誘導 

（略） 

市は、災害の状況に応じて避難指示等を発令したうえで、避難時の周囲の

状況等により、近隣のより安全な建物への「緊急的な待避」や、「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を市民がとれるように努める。 

(略) 

２ 移送の方法 

（1） 避難は、避難者が各個に行うことを原則とするが、避難者の自力による避

難が不可能な場合は、防災関係機関や協定を締結した事業者等と連携し、市

において車両等によって移送する。 

なお、車両による集団輸送が必要と認められる場合は、「本章 第 14 節 輸

送計画」に準じ、災害時輸送の担当である総務部輸送班を担当にあてる。 

防災基本計画の修正（避難勧

告・避難指示の一本化）に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第７ 被災者の生活環境の整備 

（新規）  

 

   災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、速や

かな指定避難所の供与及び指定避難所における安全性や良好な居住性の確保

に必要な措置を講ずるよう努める。 

（略） 

第８ 避難場所 

 １ 指定緊急避難場所及び指定避難所 

  ※１指定緊急避難場所、※２指定避難所は、資料８－１に定めるとおりである。 

   ただし、緊急を要する場合で、これらの場所を使用することが出来ないとき

は、管理者の同意を得て、最寄りの民間施設・公園・空き地等を使用するもの

とし、その他地域全体が災害のため使用不能のときは、他地域の避難場所を使

用する。 

   また、避難者の避難生活を想定した環境整備等の対策については、避難行動

要支援者に配慮した施設の整備といった多様な指定避難所の確保について検

討する。 
  （※１）指定緊急避難場所 

      災害が発生し、又は発生のおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のため

の立退きの確保を図るため、避難者が一時的に避難する場所。異常な現象の種類（地

震、洪水、内水氾濫、崖崩れ・土石流・地滑り、大規模な火事）ごとに指定する。

原則として各地域の小中学校及び高校のグランド、公園等とし、１人あたり２平方

メートルを基準とする。 

  （※２）指定避難所 
         災害が発生した場合、避難のための立退きを行った被災者等を必要な間滞在（収

容）させるための施設。原則として各地域の小中学校及び高校の体育館、教室等と
し、１人あたり３平方メートルを基準とする。 

 
（略） 

 

３ 指定避難所の開設 

  (1) 市は、災害が発生し、又は、災害が発生する恐れがあるときは、必要に応

じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図る。 

    なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の

構造や立地場所などの安全性の確保に努める。 

    また、要配慮者のため、福祉避難所を開設する。必要に応じ、あらかじめ

指定した施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理

者の同意を得て避難所として開設する。 

第７ 被災者の受入れ及び生活環境の整備 

   市は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の

有無に関わらず適切に受け入れることとする。 

   災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、速や

かな指定避難所の供与及び指定避難所における安全性や良好な居住性の確保

に必要な措置を講ずるよう努める。 

（略） 

第８ 避難場所 

 １ 指定緊急避難場所及び指定避難所 

  ※１指定緊急避難場所、※２指定避難所は、資料８－１に定めるとおりである。 

   ただし、緊急を要する場合で、これらの場所を使用することが出来ないとき

は、管理者の同意を得て、最寄りの民間施設・公園・空き地等を使用するもの

とし、その他地域全体が災害のため使用不能のときは、他地域の避難場所を使

用する。 

   また、避難者の避難生活を想定した環境整備等の対策については、避難行動

要支援者に配慮した施設の整備といった多様な指定避難所の確保について検

討する。 
  （※１）指定緊急避難場所 

      災害が発生し、又は発生のおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のため

の立退きの確保を図るため、避難者が一時的に避難する場所。異常な現象の種類（地

震、洪水、内水氾濫、崖崩れ・土石流・地滑り、大規模な火事）ごとに指定する。

原則として各地域の小中学校及び高校のグランド、公園等とし、１人あたり２平方

メートルを基準とする。 
  （※２）指定避難所 
      災害が発生した場合、避難のための立退きを行った被災者等を必要な間滞在（収

容）させるための施設。原則として各地域の小中学校及び高校の体育館、教室等と
し、１人あたり３平方メートルを基準とする。ただし、感染症対応下における一人
あたりの面積は、パーティションや室内テント等による遮蔽の処置がとれない場
合、６平方メートルを基準とする。 

（略） 

３ 指定避難所の開設 

  (1) 市は、災害が発生し、又は、災害が発生する恐れがあるときは、必要に応

じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図る。 

    なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の

構造や立地場所などの安全性の確保に努める。 

    また、要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設する。指定避難所

だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施

設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症対応を考慮した一人

あたりの避難所面積を明記 

(北広島市) 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

(2) 市は、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦などの要配慮者に配慮して、被

災地以外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等を避難所として借り上げ

る等、多様な避難所の確保に努める。 

（新規） 

 

 

  (3) 市は、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道

路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・

維持することの適否を検討する。 

(4) 市は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所が著しく不足し、特に

必要と認められるものとして当該災害が政令で指定されたときは、避難所の

設置についてスプリンクラー等の消防用設備等の設置義務に関する消防法

第 17 条の規定の適用除外措置があることに留意する。 

(新規) 

 

 

 

４ 指定避難所の運営 

(略) 

 （1） 指定避難所には、本部長の指名する運営管理者及び補助者を配置する。 

 

(略) 

  (9) 市は、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

   なお、家庭動物のためのスペースは、特に冬期を想定し、屋内に確保するこ

とが望ましい。 

 

 

 

 

(10) 市は指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニ

ーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更 

(2) 市は、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦などの要配慮者に配慮して、被

災地以外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所と

して開設するよう努める。 

  (3) 市は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。

指定避難所たる市有施設を保有する部局にあっては、時宜に応じた開錠及び

安全確認の要領について、指定管理者等と事前に調整を完了する。 

  (4) 市は、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道

路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・

維持することの適否を検討する。 

  (5) 市は、著しく異常かつ激甚な非常災害により避難所が著しく不足し、特に

必要と認められるものとして当該災害が政令で指定されたときは、避難所の

設置についてスプリンクラー等の消防用設備等の設置義務に関する消防法

第 17 条の規定の適用除外措置があることに留意する。 

  (6) 市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、平常時から防災危機管理室と保健福祉部が連

携して、必要な場合にはホテル等の活用を含めて検討するよう努める。 

 

４ 指定避難所の運営 

(略) 

 （1） 指定避難所には、各避難所班を保有する部局の長が指名する運営管理者及

び補助者を配置する。 

(略) 

  (9) 市は、避難所におけるペットのためのスペースの確保に努める。 

    指定避難所たる市有施設を保有する部局にあっては、避難所におけるペッ

トのためのスペース確保について、指定管理者等と事前に調整を完了する。

なお、ペットのためのスペースは、特に冬期を想定し、屋内に確保すること

が望ましい。 

    また、市は、獣医師会等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

 

(10) 市は指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニ

ーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正及び災害対策本部訓練に

よる検証結果の反映(北広島

市) 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 

 

表現の適正化 

災害対策本部訓練による検

証結果の反映(北広島市) 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や

防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など女性や子

育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。 

(略) 

(新規) 

 衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や

防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など女性や子

育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努める。 

(略) 

 (15) 市は、被災地において感染症の発生、拡大が見られる場合は、防災危機管

理室と保健福祉部が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努

める。 

    避難所の開設にあたっては、感染症自宅療養者等にも対応できるよう、複

数の室を有する感染者専用の避難所施設をあらかじめ準備するとともに、一

般の避難所とは別に発熱等の体調不良者専用の避難所を併せて開設する。 

    健康状態の区分に応ずる避難所については、平常時から定めておくものと

し、その区分について、事前の広報等により市民への周知に努める。 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

災害対策本部訓練による検

証結果（感染症対応下における

災害応急対策）の反映(北広島

市) 

第６節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

（略） 

第２ 派遣活動 

（略） 

（追加） 

第６節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

（略） 

第２ 派遣活動 

（略） 

ただし、生活支援等については、市、道、関係省庁等と、役割分担、対応方針、

活動期間、民間企業の活用等について調整を行う。 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第 7節 広域応援・受援計画 

（略） 

第 1 市町村間、道、国の応援・受援活動 

（略） 

 ２ 北海道 

（略） 

(2) 被災市町村応援職員確保システムによる応援の要請 

    北海道において大規模災害が発生し、道及び道内の市町村による応援職員

の派遣だけでは被災市町村において完結して災害対応業務を実施すること

が困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、道は、被災市町村

応援職員確保システムに関する要綱に基づき、道外の地方公共団体に対して

当該被災市町村への応援職員の派遣について協力を依頼する。 

 

第 7節 広域応援・受援計画 

（略） 

第 1 市町村間、道、国の応援・受援活動 

（略） 

 ２ 北海道 

（略） 

(2) 被災市町村応援職員確保システムによる応援の要請 

    北海道において大規模災害が発生し、道及び道内の市町村による応援職員

の派遣だけでは被災市町村において完結して災害対応業務を実施すること

が困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、道は、被災市町村

応援職員確保システムに関する要綱に基づき、道外の地方公共団体に対して

当該被災市町村への応援職員の派遣について協力を依頼する。 

    なお、市及び道は、訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システム

を活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における

円滑な活用の促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 11節 防疫計画 

（略） 

第６ 家畜防疫 

（略） 

２ 実施の方法 

 北海道家畜保健衛生所長は、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）

に基づき、家畜防疫上必要があると認めたときは、家畜の伝染性疾病の発生予

防とまん延防止のため、被災地域の立入検査・消毒等、防疫体制の整備等を行

う。 

第 11節 防疫計画 

（略） 

第６ 家畜防疫 

（略） 

２ 実施の方法 

北海道家畜保健衛生所長は、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）

に基づき、家畜防疫上必要があると認めたときは、家畜の伝染性疾病の発生予

防及びまん延防止のため、被災地域の家畜の飼養者に対する飼養衛生管理に関

する助言・指導、家畜の飼養場所への立入検査・消毒等、防疫体制の整備等を

行う。 

 

 

 

 

家畜伝染病予防法改正に伴

う飼養衛生管理体制強化に基

づく修正（北海道） 

第 13節 交通応急対策計画 

（略） 

第４ 緊急輸送道路ネットワーク計画 

（略） 

２ 緊急輸送道路の区分及び道路延長 

（略） 

（1） 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

    道庁所在地（札幌市）、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自

衛隊、警察、消防等を連絡する道路〈道路延長 7,092 ㎞〉 

 

（2） 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

    第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機

関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難

地等）を連絡する道路〈道路延長 3,579 ㎞〉 

第 13節 交通応急対策計画 

（略） 

第４ 緊急輸送道路ネットワーク計画 

（略） 

２ 緊急輸送道路の区分及び道路延長 

（略） 

（1） 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

 道庁所在地（札幌市）、地方中心都市及び国際拠点港湾、重要港湾、地方

港湾（耐震強化岸壁を有するもの）、拠点空港、公共用ヘリポート、総合病

院、自衛隊、警察、消防等を連絡する道路〈道路延長 7,092 ㎞〉 

（2） 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

   第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、

主要駅、地方港湾（耐震強化岸壁を有するものを除く）、第 3 種漁港、第 4

種漁港（耐震強化岸壁を有するもの）、地方管理空港、共用空港、その他の

空港、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路〈道路

延長 3,579 ㎞〉 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化（北海道開発

局） 

 

 

表現の適正化（北海道開発

局） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

 

第 14節 輸送計画 

災害時において、災害応急対策、復旧対策等に万全を期すため、市民の避難、災

害応急対策要員の移送及び救援若しくは救助のための資機材、物資の輸送（以下

「災害時輸送」という。）を迅速かつ確実に行うために必要な措置事項については、

本計画の定めるところによる。 

第 14節 輸送計画 

 災害時において、災害応急対策、復旧対策等に万全を期すため、市民の避難、災

害応急対策要員の移送及び救援若しくは救助のための資機材、物資の輸送（以下「災

害時輸送」という。）を迅速かつ確実に行うために必要な措置事項については、本

計画の定めるところによる。 

 なお、市及び道、国は緊急輸送が迅速に実施されるよう、あらかじめ、運送業者

等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に努める。 

その際、市及び道は、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を

含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定

しておくよう努める。 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第 15節 食料供給計画 

（略） 

第２ 食料の供給 

 ２ 食料の配給 

（略） 

  (2) 自宅等に残留する被災者に対しては、最寄りの指定避難所において配給す

る。 

 

 

 

  (3) 被災者に対する配給は、町内会、自主防災組織等の協力を得て、公平かつ

円滑に実施できるよう配慮する。 

 (新規) 

 

 

（略） 

３ 炊き出し計画 

 （1） 現場責任者 

    炊き出しを実施する場合、保健福祉対策部長は、当該部員の中から現場

の責任者を指定し、指揮監督に当たらせる。 

第 15節 食料供給計画 

（略） 

第２ 食料の供給 

 ２ 食料の配給 

（略） 

(2) 自宅等に残留する被災者に対しては、最寄りの指定避難所において配給す

る。この際、市の備蓄計画に基づき備蓄される食料は避難所生活者のみに提

供し、国、災害時協定企業及び市民等から寄付された食料は避難所生活者及

び避難所外生活者を提供対象とする。ただし、確保される食数が必要数を下

回る場合は、避難所生活者を優先する。 

  (3) 被災者に対する配給は、町内会、自主防災組織等の協力を得て、公平かつ

円滑に実施できるよう配慮する。 

 (4) 教育部給食班は、避難所における配食について、時間経過に伴うインフ

ラの回復状況、国や災害時協定企業等からの食料の調達状況、炊き出しの

実施状況等を総合的に勘案し、より適切な配食を行うよう努める。 

（略） 

３ 炊き出し計画 

 （1） 現場責任者 

    炊き出しを実施する場合、保健福祉部長は、当該部員の中から現場の責任

者を指定し、指揮監督に当たらせる。この際、教育部給食班と緊密に連携す

るものとする。 

 

 

 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（自宅避難者に対する

食糧配給の考え方） 

 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 18節 石油類燃料供給計画 

（略） 

第１ 実施責任 

（略） 

 ２ 北海道 

知事は、災害時における石油類燃料について、災害時に優先的に燃料供給が

行われるべき重要な施設として道が指定する施設及び市の要請に基づき、北海

道石油業協同組合連合会に対し、重要施設への円滑な供給が行われるよう要請

を行う。 

第 18節 石油類燃料供給計画 

（略） 

第１ 実施責任 

（略） 

 ２ 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両のガソリンの確保に努めるととも

に、災害時における石油類燃料について、災害時に優先的に燃料供給が行われ

るべき重要な施設として道が指定する施設の管理者又は市長からの要請に基

づき、北海道石油業協同組合連合会に対し、重要施設への円滑な供給が行われ

るよう要請を行う。 

 

 

 

 

表現の適正化（北海道） 

第 19節 電力施設災害応急計画 

（略） 

第１ 電力施設の状況 

   １ 本市に該当する北海道電力株式会杜の施設は、次のとおりである。 

   （1） 変電設備 

   （2） 送電設備 

   （3） 配電設備 

   （4） 通信設備 

 

（略） 

第２ 電力供給区域 

   北海道電力株式会社の供給区域は、北海道一円である。 

 

第３ 応急対策 

   電力施設を防護し、被災地に対する電力供給を確保するため、次の対策を講

ずる。 

 １ 北海道電力株式会社 

   電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図り、被災地に対する電力供

給を確保するため、別に定める「防災業務計画」によって次の対策を講ずる。 

（略） 

第 19節 電力施設災害応急計画 

（略） 

第１ 電力施設の状況 

   １ 本市に該当する北海道電力株式会杜及び北海道電力ネットワーク株式

会社の施設は、次のとおりである。 

   （1） 変電設備 

   （2） 送電設備 

   （3） 配電設備 

（4） 通信設備 

（略） 

（削除） 

 

 

第２ 応急対策 

   電力施設を防護し、被災地に対する電力供給を確保するため、次の対策を講

ずる。 

 １ 北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社 

   電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防災

業務計画」によって両社一体となり次の対策を講ずる。 

（略） 

 

 

2020 年４月１日の分社化に

よる変更（北海道電力株式会

社） 

 

 

 

 

 

電力自由化により地域拡大

のため削除（北海道電力株式会

社） 

 

 

分社化による会社名追記（北

海道電力株式会社） 

２社併記による追記（北海道

電力株式会社） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 20節 ガス施設災害応急計画 

（略） 

第１ 本市に該当するガス会社の名称、所在地、供給区域 

   本市に該当するガス会社の名称、所在地、供給区域は、次のとおりである。 

 

図表 ガス会社の名称等 

ガス会社名 所在地 本市の供給区域 

北海道ガス(株)本社 札幌市中央区大通西 7丁目３－１ 北広島市の一部 
 

第 20節 ガス施設災害応急計画 

（略） 

第１ 本市に該当するガス会社の名称、所在地、供給区域 

   本市に該当するガス会社の名称、所在地、供給区域は、次のとおりである。 

 

図表 ガス会社の名称等 

ガス会社名 所在地 本市の供給区域 

北海道ガス(株)本社 札幌市東区北 7 条東 2 丁目１-１ 北広島市の一部 
 

 

 

 

 

 

本社移転に伴う修正(北海道

ガス(株)) 

第 21節 上下水道施設対策計画 

（略） 

第２ 下水道 

（略） 

２ 広報 

広報対策部広報班は、下水道施設に被害を生じた場合は、その被害状況及び

復旧見込み等について広報を実施し、市民の生活排水に関する不安解消に努め

る。 

第 21節 上下水道施設対策計画 

（略） 

第２ 下水道 

（略） 

 ２ 広報 

企画財政部広報記録班は、下水道施設に被害を生じた場合は、その被害状況

及び復旧見込み等について広報を実施し、市民の生活排水に関する不安解消に

努める。 

 

 

 

 

胆振東部地震対応の教訓に

係る修正（組織改編・事務分掌

に基づく実施主体の明記） 

第 24節 住宅対策計画 

災害により住宅を失い、又は破損のため居住ができなくなった世帯に対する応急

仮設住宅の建設、住宅の応急修理については、本計画の定めるところによる。 

(略) 

第２ 実施の方法 

(略) 

３ 応急仮設住宅 

 （1） 入居対象者 

    原則として、次の条件に該当していなければならない。 

   ア 住宅が全壊、全焼又は流出した者であること。 

   イ 居住する住家がない者であること。 

   ウ 自らの資力では住宅を確保できない者で、次に該当する者であること。 

   （ｱ） 生活保護法の被保護者及び要保護者 

   （ｲ） 特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障

がい者、勤労者、小企業者等 

(略) 

第 24節 住宅対策計画 

災害により住宅を失い、又は破損のため居住ができなくなった世帯に対する応急

仮設住宅の供与、住宅の応急修理については、本計画の定めるところによる。 

(略) 

第２ 実施の方法 

(略) 

３ 応急仮設住宅 

 （1） 入居対象者 

    原則として、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であっ

て、自らの資力では住宅を確保できない者とする。 

 

 

 

 

 

(略) 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（表現の適正化） 

 

 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（表現の適正化） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

（9） 運営管理 

    応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安全・安心の確保、孤独死や引き

こもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の

意見を反映できるよう配慮する。 

    また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

(略) 

５ 住宅の応急修理 

（1） 応急修理を受ける者 

  ア 住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者であるこ

と。 

   イ 自らの資力で応急修理ができない者であること。 

 

(略) 

（4） 修理の範囲と費用 

   ア 応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部

分で必要最小限とする。 

(略) 

（9） 運営管理 

    応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安全・安心の確保、孤独死や引き

こもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者

の意見を反映できるよう配慮する。 

    また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。 

(略) 

５ 住宅の応急修理 

（1） 対象者 

  ア 住宅が半壊、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資

力では応急修理をすることができない者 

   イ 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が

半壊した者 

(略) 

（4） 修理の範囲と費用 

   ア 応急修理は、居室、炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない

部分で必要最小限とする。 

(略) 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（表現の適正化） 

 

 

 

 

 

災害救助法関係規定の改正

に伴う修正 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（表記の統一） 

第 26節 文教対策計画 

(略) 

第２ 応急対象実施計画 

(略) 

２ 教育の要領 

 （1） 災害状況に応じた特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。

特に授業の実施が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導

し、学力の低下を防ぐように努める。 

 （2） 特別教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。 

(略) 

 ６ 衛生管理対策 

   学校が指定避難所として利用される場合は、次の点に留意をして保健管理を

する。 

 （1） 校舎内、特に水飲場、便所は常に清潔にして消毒に万全を期すること。 

(略) 

第 26節 文教対策計画 

(略) 

第２ 応急対象実施計画 

(略) 

２ 教育の要領 

 （1） 災害状況に応じた特別の教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。

特に授業の実施が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導

し、学力の低下を防ぐように努める。 

 （2） 特別の教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。 

(略) 

 ６ 衛生管理対策 

   学校が指定避難所として利用される場合は、次の点に留意をして保健管理を

する。 

 （1） 校舎内、特に水飲場、トイレは常に清潔にして消毒に万全を期すること。 

(略) 

 

 

 

 

 

表現の適正化（北海道教育委

員会） 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（表記の統一） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 30節 廃棄物処理等計画 

災害によって発生する廃棄物等、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物

（以下「災害廃棄物」という。）の処理及び死亡獣畜の処理等（以下「廃棄物等の

処理」という。）の業務については、本計画の定めるところによる。 

なお、災害廃棄物の処理については、「北海道災害廃棄物処理計画」に基づき、

適正かつ円滑、迅速に行うものとする。 

（略） 

第２ 廃棄物等の処理方法 

（略） 

 １ 廃棄物の収集、運搬及び処分の基準 

   市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第６

条の２第２項及び第３項、第 12 条第１項並びに第 12 条の２第１項に規定す

る基準に従い所要の措置を講ずる。 

   なお、市長は基本法に基づき環境大臣が「廃棄物処理特例地域」に指定した

場合には、基本法第 86 条の５の規定に従い必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

（略） 

第 30節 廃棄物処理等計画 

災害によって発生する廃棄物等、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物

（以下「災害廃棄物」という。）の処理及び死亡獣畜の処理等（以下「廃棄物等の

処理」という。）の業務については、本計画の定めるところによる。 

なお、災害廃棄物の処理については、「北海道災害廃棄物処理計画」や「市災害

廃棄物処理計画」に基づき、円滑かつ迅速に行うものとする。 

（略） 

第２ 廃棄物等の処理方法 

（略） 

 １ 廃棄物の収集、運搬及び処分の基準 

   市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第６

条の２第２項及び第３項、第 12 条第１項並びに第 12 条の２第１項に規定す

る基準に従い所要の措置を講ずる。 

   なお、市長は基本法に基づき環境大臣が「廃棄物処理特例地域」に指定した

場合には、基本法第 86 条の５の規定に従い必要な措置を講ずる。 

   また、市長は、損壊家屋の解体を実施する場合には、建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第 9 条に基づき適切な分

別解体を行う。この際、適切な処理が確保されるよう、解体業者、廃棄物処理

業者、建設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速や

かに他の地方公共団体への協力要請を行う。 

（略） 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

 

廃棄物処理法と同様に関係

条文を明記 

第 34節 災害救助法の適用と実施 

（略） 

第４ 救助の実施と種類 

（略） 

図表 救助法による救助の種類 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 市 

（略） 

（略） 

第 34節 災害救助法の適用と実施 

（略） 

第４ 救助の実施と種類 

（略） 

図表 救助法による救助の種類 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 市・日赤道支部 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

上位計画（北海道地域防災計

画）との整合（「R1.8.30 委託協

定書」策定に基づく修正） 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

第 7章 事故災害対策計画 
第 4節 危険物等災害対策計画 

（略） 

第３ 災害予防 

   市は、火災予防上の観点から消防本部の協力を得て事業所の実態を把握し、

消防設備等の保守管理、防火管理者等により自主保安体制の確立等適切な指導

を行う。 

   また、危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物等の貯蔵・取扱い

等を行う事業者（以下「事業者」という。）及び関係機関は、次のとおり必要

な予防対策を実施する。 

１ 危険物等災害予防 

 （1） 事業者 

   ア 消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作

成、従業者に対する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監

督者の選任等による自主保安体制の確立を図る。 

   （新規） 

 

 

 

   イ 危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、流出及び拡散の

防止、危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じる

とともに、消防本部、警察へ通報する。 

第 7章 事故災害対策計画 
第 4節 危険物等災害対策計画 

（略） 

第３ 災害予防 

   市は、火災予防上の観点から消防本部の協力を得て事業所の実態を把握し、

消防設備等の保守管理、防火管理者等により自主保安体制の確立等適切な指導

を行う。 

   また、危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物等の貯蔵・取扱い

等を行う事業者（以下「事業者」という。）及び関係機関は、次のとおり必要

な予防対策を実施する。 

１ 危険物等災害予防 

 （1） 事業者 

   ア 消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作

成、従業者に対する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監

督者の選任等による自主保安体制の確立を図る。 

   イ 危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区

域等の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害

により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のため必要な措置の

検討や、応急対策に係る計画の作成等の実施に努める。 

   ウ 危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、流出及び拡散

の防止、危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じる

とともに、消防本部、警察へ通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正に伴う

修正 

第 7節 大規模停電災害対策計画 

（略） 

第２ 災害予防 

   市及び関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに、大規

模停電災害を未然に防止し、または被害を軽減するため、必要な対策を実施す

る。 

 １ 実施事項 

 （1） 北海道電力㈱ 

   ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防

災業務計画」によって災害予防措置を講ずる。 

 

第 7節 大規模停電災害対策計画 

（略） 

第２ 災害予防 

   市及び関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに、大規

模停電災害を未然に防止し、または被害を軽減するため、必要な対策を実施す

る。 

 １ 実施事項 

 （1） 北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社 

   ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防

災業務計画」によって両社一体となり災害予防措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

分社化による会社名追記 

 

２社併記による追記 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

(4) 防災関係機関 

（略） 

（新規） 

 

（略） 

第３ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

（略） 

  (1) 情報通信連絡系統 

図表 情報通信連絡系統 

北 

海 

道 

電 

力 

㈱ 

本  店 

支店・支社 

ネットワークセンター 

（略） 

２ 災害広報 

（略） 

  (1) 実施機関 

    市、北海道、北海道警察、北海道電力株式会社 

 

(略) 

３ 応急活動体制 

(略) 

(4) 北海道電力㈱ 

   ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防

災業務計画」によって災害応急対策を講ずる。 

(略) 

   ウ 大規模な災害が発生し北海道電力㈱単独で早期停電解消が困難な場合

に備え、関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も整備する。 

(4) 防災関係機関 

（略） 

   カ 大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、発

電機等の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努める。 

（略） 

第３ 災害応急対策 

 １ 情報通信 

（略） 

  (1) 情報通信連絡系統 

図表 情報通信連絡系統 

北海道電力株式会社 本店 

北海道電力ネットワーク株式会社 本店 

北海道電力ネットワーク株式会社 

支店・ネットワークセンター 

（略） 

２ 災害広報 

（略） 

  (1) 実施機関 

    市、北海道、北海道警察、北海道電力株式会社・北海道電力ネットワー

ク株式会社 

(略) 

３ 応急活動体制 

(略) 

(4) 北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社 

ア 電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別に定める「防

災業務計画」によって両社一体となって災害応急対策を講ずる。 

(略) 

   ウ 大規模な災害が発生し北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワー

ク株式会社のみで早期停電解消が困難な場合に備え、関係機関及び他電力会

社との連携・協力体制も整備する。 
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修   正   前 修   正   後 理   由 

７ 応急電力対策 

(1) 緊急的な電力供給 

    北海道電力㈱は、市や道と優先度を協議のうえ、防災関係機関、避難施設

等へ発電機車などによる緊急的な電力供給を行う。 

７ 応急電力対策 

(1) 緊急的な電力供給 

    北海道電力ネットワーク株式会社は、市や道と優先度を協議のうえ、防

災関係機関、医療機関、避難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給

を行う。 

 

分社化による変更(北海道電

力株式会社) 

第８章 災害復旧・被災者援護計画 
第２節 被災者援護計画 

第１ 罹災証明書の交付 

 １ 北広島市 

(略) 

（3） 市は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの

活用について検討する。 

（新規） 

  (4) 市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家

被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを

踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査と

の違い等について、被災者に明確に説明する。 

第８章 災害復旧・被災者援護計画 
第２節 被災者援護計画 

第１ 罹災証明書の交付 

 １ 北広島市 

(略) 

（3） 市は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの

活用について検討する。 

(4) 市は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災

者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適

切な手法により実施する。このため、市は平素から市民に対し、迅速な罹災

証明書の交付に資するよう、被災した住家等の被害状況を写真で記録してお

くことの必要性について、広く周知に努める。 

(5) 市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担

当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて

発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の

調査・判定を早期に実施できるよう努める。 

(6) 市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住

家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有しているこ

とを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害

調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 
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